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平成20年 3月11日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1960号

１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
の
公
表
（
一
〇
五
・
農
畜
産
振
興
課
）
…
１

◯
秋
田
県
の
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防
止
森
林
の
区
域
の

変
更
（
一
〇
六
・
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
争
議
行
為
の
予
告
（
一
〇
七
・
雇
用
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
都
市
計
画
事
業
の
変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
旨
の
公
告
（
一
〇

八
〜
一
一
〇
・
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
）
…
４

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
北
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
４

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
百
五
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
年
二

月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

１
　
安
全
性
に
関
す
る
検
査

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

㈱石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

㈱
オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン

東
日
本
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

㈱石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

㈱
オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン

東
日
本
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

㈱石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

㈱石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

収
去
場
所

雄
勝
郡
羽
後
町

Ｊ
Ａ
こ
ま
ち

高
瀬
売
店

雄
勝
郡
羽
後
町

Ｊ
Ａ
こ
ま
ち

高
瀬
売
店

由
利
本
荘
市

Ｊ
Ａ
秋
田
し
ん
せ

い北
部
グ
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー

由
利
本
荘
市

Ｊ
Ａ
秋
田
し
ん
せ

い北
部
グ
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー

大
仙
市

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば
こ

中
仙
営
農
セ
ン
タ

ー大
仙
市

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば
こ

中
仙
営
農
セ
ン
タ

ー横
手
市

飼
料
又
は

飼
料
添
加
物

の
区

分

肉
用
牛
肥
育
用
配
合
飼

料幼
齢
肉
用
牛
育
成
用
配

合
飼
料

成
鶏
飼
育
用
配
合
飼
料

若
齢
牛
育
成
用
配
合
飼

料肉
用
牛
繁
殖
・
若
齢
牛

育
成
用
配
合
飼
料

ほ
乳
期
子
牛
育
成
用
・

若
齢
牛
育
成
用
配
合
飼

料

飼
料
又
は

飼
料
添
加
物

の
名

称

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼

料肉
用
牛
や
ま
と
７
０
Ａ

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン

子
牛
育
成

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン

前
期

く
み
あ
い
配
合
飼
料

母
子
兼
用
強
い
き
ず
な

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼

料モ
ー
レ
ッ
ト
グ
リ
ー
ン

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

1
9
年
1
2
月

1
9
年
1
2
月

1
9
年
1
2
月

1
9
年
1
2
月

2
0
年
１
月

1
9
年
1
2
月

試
　
　
　
験
　
　
　
項
　
　
　
目

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
動
物
性
飼
料
　
－
　
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
動
物
性
飼
料
　
－
　
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
動
物
性
飼
料
　
－
　
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
動
物
性
飼
料
　
－
　
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
動
物
性
飼
料
　
－
　
肉
骨
粉

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

無無無無無無
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２

㈱石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

㈱石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

㈱石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

㈱石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば
こ

中
仙
営
農
セ
ン
タ

ー大
仙
市

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば
こ

中
仙
営
農
セ
ン
タ

ー横
手
市

秋
田
く
み
あ
い
運

輸
㈱
十
文
字
営
業

所横
手
市

秋
田
く
み
あ
い
運

輸
㈱
十
文
字
営
業

所

肉
用
牛
繁
殖
・
若
齢
牛

育
成
用
配
合
飼
料

ほ
乳
期
子
牛
育
成
用
・

若
齢
牛
育
成
用
配
合
飼

料若
齢
牛
育
成
用
・
乳
用

牛
飼
育
用
配
合
飼
料

ほ
乳
期
子
豚
育
成
用
配

合
飼
料

く
み
あ
い
配
合
飼
料

母
子
兼
用
強
い
き
ず
な

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼

料モ
ー
レ
ッ
ト
グ
リ
ー
ン

く
み
あ
い
配
合
飼
料

酪
農
家
族
１
８

く
み
あ
い
配
合
飼
料

子
豚
げ
ん
き

2
0
年
１
月

1
9
年
1
2
月

2
0
年
１
月

2
0
年
１
月

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
動
物
性
飼
料
　
－
　
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
動
物
性
飼
料
　
－
　
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
　
　
動
物
性
飼
料
　
－
　
肉
骨
粉

有
害
重
金
属
　
－
　
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛

無無無無

２
　
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

飼
料
の
名
称

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼

料
肉
用
牛
や
ま
と
７
０

Ａオ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
子
牛

育
成

く
み
あ
い
配
合
飼
料
た

ま
ご
工
房

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
前
期

く
み
あ
い
配
合
飼
料
母

子
兼
用
強
い
き
ず
な

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼

料
モ
ー
レ
ッ
ト
グ
リ
ー

製
造
事
業
場

等
の
名
称
及

び
所
在
地

北
日
本
く
み
あ
い

飼
料
㈱
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

㈱
オ
ー
ル
イ
ン
ワ

ン
東
日
本
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い

飼
料
㈱
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

㈱
オ
ー
ル
イ
ン
ワ

ン
東
日
本
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い

飼
料
㈱
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い

飼
料
㈱
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

収
去
場
所

雄
勝
郡
羽
後
町

Ｊ
Ａ
こ
ま
ち

高
瀬
売
店

雄
勝
郡
羽
後
町

Ｊ
Ａ
こ
ま
ち

高
瀬
売
店

由
利
本
荘
市

Ｊ
Ａ
秋
田
し
ん

せ
い
北
部
グ
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー

由
利
本
荘
市

Ｊ
Ａ
秋
田
し
ん

せ
い
北
部
グ
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー

大
仙
市

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば

こ中
仙
営
農
セ
ン

タ
ー

大
仙
市

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば

こ

製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

1
9
年
1
2
月

1
9
年
1
2
月

1
9
年
1
2
月

1
9
年
1
2
月

2
0
年
１
月

1
9
年
1
2
月

粗
た
ん

白
質

（
％
）

（
以
上
）

(1
2
.0
)

1
2
.6

(1
5
.0
)

1
6
.1

(1
7
.0
)

1
7
.9

(1
4
.0
)

1
4
.6

(1
6
.0
)

1
6
.6

(1
6
.5
)

粗
脂
肪

（
％
）

（
以
上
）

(2
.0
)

2
.9

(2
.0
)

2
.8

(3
.0
)

5
.3

(2
.0
)

3
.6

(2
.0
)

3
.5

(3
.0
)

粗
繊
維

（
％
）

（
以
下
）

(8
.0
)

5
.2

(1
5
.0
)

7
.4

(5
.0
)

2
.8

(1
5
.0
)

7
.7

(1
5
.0
)

6
.8

(1
0
.0
)

粗
灰
分

（
％
）

（
以
下
）

(8
.0
)

6
.4

(1
0
.0
)

6
.5

(1
5
.0
)

1
3
.4

(1
2
.0
)

6
.8

(1
0
.0
)

6
.4

(7
.0
)

カ
ル
シ

ウ
ム

（
％
）

（
以
上
）

(0
.6
0
)

0
.9
7

(0
.6
0
)

0
.9
7

(3
.0
0
)

5
.3
5

(0
.6
0
)

1
.0
1

(0
.8
0
)

1
.0
3

(0
.6
0
)

り
　
ん

（
％
）

（
以
上
）

(0
.3
5
)

0
.8
0

(0
.3
0
)

0
.6
6

(0
.4
5
)

0
.6
0

(0
.3
0
)

0
.6
3

(0
.3
0
)

0
.6
2

(0
.4
0
)

揮
発
性

塩
基
性

窒
　
素

（
％
）

水
溶
性

窒
　
素

（
％
）

ペ
　
プ

シ
　
ン

消
化
率

（
％
）

T
D
N

（
％
）

M
E

（
kcal/kg）

そ
の
他

の
検
査

違
反
の

内
　
容

無無無無無無

試
　
　
　
験
　
　
　
結
　
　
　
果
　
　
　
の
　
　
　
概
　
　
　
要

注
）
上
段
の
（
）
内
数
字
は
業
者
表
示
値
を
示
す
。
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３

秋
田
県
告
示
第
百
六
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の

五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
秋
田
県
の
高
度
公
益
機
能
森
林
及
び
被
害
拡
大
防

止
森
林
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
関
係
書
類
は
次
の
箇
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
、
北
秋
田
地
域
振
興
局
、
山
本
地
域
振
興
局
、

秋
田
地
域
振
興
局
、
由
利
地
域
振
興
局
、
仙
北
地
域
振
興
局
、
平
鹿
地
域
振

興
局
及
び
雄
勝
地
域
振
興
局
、
秋
田
市
役
所
、
能
代
市
役
所
、
横
手
市
役
所
、

大
館
市
役
所
、
男
鹿
市
役
所
、
湯
沢
市
役
所
、
由
利
本
荘
市
役
所
、
潟
上
市

役
所
、
大
仙
市
役
所
、
北
秋
田
市
役
所
、
に
か
ほ
市
役
所
及
び
仙
北
市
役
所

並
び
に
山
本
郡
藤
里
町
役
場
、
三
種
町
役
場
及
び
八
峰
町
役
場
、
南
秋
田
郡

五
城
目
町
役
場
、
八
郎
潟
町
役
場
、
井
川
町
役
場
及
び
大
潟
村
役
場
、
仙
北

郡
美
郷
町
役
場
並
び
に
雄
勝
郡
羽
後
町
役
場

秋
田
県
告
示
第
百
七
号

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日
中
通
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長
森
茂
か
ら

次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
事
件

（一）

賃
金
及
び
一
時
金
に
関
す
る
こ
と
。

（二）

職
員
増
員
に
関
す
る
こ
と
。

（三）

労
働
条
件
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
日
時

平
成
二
十
年
三
月
十
三
日
以
降
事
件
解
決
の
時
ま
で
、
連
日
又
は
短
時

間
に
わ
た
っ
て
行
う
。

三
　
場
所

秋
田
市
南
通
み
そ
の
町
三
番
三
十
三
号
　
　
　
　
医
療
法
人
明
和
会
本

部

秋
田
市
南
通
み
そ
の
町
三
番
十
五
号
　
　
　
　
　
中
通
総
合
病
院

秋
田
市
中
通
六
丁
目
一
番
五
十
八
号
　
　
　
　
　
中
通
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病
院
及
び
中

通
歯
科
診
療
所

秋
田
市
土
崎
港
北
六
丁
目
一
番
五
号
　
　
　
　
　
港
北
中
通
診
療
所

秋
田
市
南
通
み
そ
の
町
四
番
十
七
号
　
　
　
　
　
中
通
健
康
ク
リ
ニ
ッ

ク

秋
田
市
仁
井
田
潟
中
町
二
番
四
十
一
号
　
　
　
　
ふ
き
健
診
ク
リ
ニ
ッ

ク

秋
田
市
中
通
六
丁
目
十
四
番
十
八
号
　
　
　
　
　
南
通
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
及
び
中
通

在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

秋
田
市
土
崎
港
北
六
丁
目
一
番
五
号
　
　
　
　
　
港
北
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

秋
田
市
新
屋
勝
平
町
三
番
二
十
一
号
　
　
　
　
　
割
山
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

秋
田
市
手
形
十
七
流
十
番
十
一
号
　
　
　
　
　
　
手
形
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

秋
田
市
楢
山
登
町
三
番
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
中
通
高
等
看
護
学
院

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
四
番
三
号
　
　
　
　
　
　
　
大
曲
中
通
病
院

大
仙
市
大
曲
上
栄
町
一
番
九
号
　
　
　
　
　
　
　
大
曲
中
通
歯
科
診
療

所

大
仙
市
大
曲
栄
町
十
三
番
六
十
三
号
　
　
　
　
　
大
曲
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

大
仙
市
大
曲
日
の
出
町
二
丁
目
三
番
二
十
七
号
　
大
曲
み
な
み
ク
リ
ニ

ッ
ク

四
　
概
要

救
急
外
来
患
者
及
び
入
院
患
者
の
保
安
要
員
若
干
名
を
除
く
す
べ
て
の

組
合
員
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
の
他
の
争
議
行
為
を
行
う
。

秋
田
県
告
示
第
百
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

河
辺
都
市
計
画
公
園
事
業
九
・
七
・
一
号
秋
田
県
立
中
央
公
園

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼

料
モ
ー
レ
ッ
ト
グ
リ
ー

ンく
み
あ
い
配
合
飼
料
酪

農
家
族
１
８

く
み
あ
い
配
合
飼
料
子

豚
げ
ん
き

飼
料
㈱
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い

飼
料
㈱
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

北
日
本
く
み
あ
い

飼
料
㈱
石
巻
工
場

宮
城
県
石
巻
市

Ｊ
Ａ
秋
田
お
ば

こ中
仙
営
農
セ
ン

タ
ー

横
手
市

秋
田
く
み
あ
い

運
輸
㈱
十
文
字

営
業
所

横
手
市

秋
田
く
み
あ
い

運
輸
㈱
十
文
字

営
業
所

1
9
年
1
2
月

2
0
年
１
月

2
0
年
１
月

(1
6
.5
)

1
7
.1

(1
8
.0
)

1
9
.0

(1
7
.5
)

1
8
.6

(3
.0
)

3
.7

(3
.0
)

4
.1

(3
.0
)

5
.1

(1
0
.0
)

4
.7

(1
0
.0
)

4
.7

(5
.0
)

2
.7

(7
.0
)

5
.7

(1
0
.0
)

5
.7

(8
.0
)

5
.2

(0
.6
0
)

1
.0
1

(0
.6
5
)

0
.9
7

(0
.7
0
)

1
.1
3

(0
.4
0
)

0
.5
3

(0
.4
0
)

0
.5
4

(0
.6
0
)

0
.7
6

無無無

注
）
上
段
の
（
）
内
数
字
は
業
者
表
示
値
を
示
す
。
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４

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
平
成
十
年
建
設
省
告
示
第
千
八
百
三
十
三
号
及
び
平
成

十
四
年
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
十
六
号
の
事
業
地
に
大
字
椿
川
字
軽
井

沢
を
加
え
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
十
一
号
新
屋
土
崎
線

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
百
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の

変
更
の
認
可
の
告
示
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

秋
田
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
十
四
号
川
尻
広
面
線

二
　
施
行
者
の
名
称

秋
田
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地

（一）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

（二）

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
二
号
　
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部

四
　
事
業
地
の
所
在

収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。平

成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
撮
影
装
置
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
立
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
　
秋
田
市
千
秋
久
保
田
町
六
番
十
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
大
塚
商
店
　
秋
田
市
保
戸
野
中
町
一
番
十
七
号

五
　
落
札
金
額

三
億
四
千
六
百
五
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
能
代
体
育
協
会

三
　
代
表
者
の
氏
名

松
　
谷
　
福
　
三

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
能
代
市
富
町
一
番
三
号
　
厚
生
年
金
能
代
市
民
体
育
館
内

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

能
代
市
民
及
び
近
隣
住
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
、
健
康
体
力
づ

く
り
、
競
技
力
の
向
上
及
び
ス
ポ
ー
ツ
文
化
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ス

ポ
ー
ツ
を
通
し
た
健
全
な
精
神
の
高
揚
を
図
り
、
明
る
く
健
康
的
な
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
館
市
川
口
字
十
三
森
九
十
番
地
二
長
崎
祥
悦
郎
ほ
か

十
五
名
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良

事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
立
花
地
区
農

業
用
河
川
工
作
物
応
急
対
策
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
大
館
市
役
所

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
八
峰
町
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施

行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
水
沢
山
地
区

防
災
ダ
ム
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
年
三
月
十
二
日
か
ら
同
年
四
月
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
八
峰
町
役
場
八
森
庁
舎
及
び
八
峰
町
役
場
峰
浜
庁
舎

公
　
　
　
　
　
　
告

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp


